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第１章  計画策定の趣旨 

１ 計画策定の背景                                          

  我が国では、国民皆保険体制のもと誰もが安心して医療を受けることができる医療制度が実現さ

れ、世界最長の平均寿命と高い医療水準を達成しています。 

  しかしながら、急速な少子高齢化など社会環境の大きな変化や、生活スタイルの変化（運動不

足・過食等）により、疾病構造が変化し、生活習慣病等の慢性疾患が増加し、医療保険財政へ大き

な負担を招いています。 

 このような状況に対応するため、平成２０年度から「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づ

き、医療保険者に被保険者及び被扶養者へ生活習慣病予防に着目した特定健康診査、特定保

健指導の実施を義務づけました。 

  国民健康保険者である本町においても、平成２０年度から一期５年間として第１期特定健康診査

等実施計画（以後を「第１期計画」という）、平成２５年度から第２期計画を策定し、特定健康診査受

診率及び保健指導終了率の向上を通じ、被保険者の健康の維持を図り、健康寿命の延伸を目指

してきました。 

 

２ 第３期計画の位置づけ 

本計画は、「高齢者の医療の確保に関する法律」第１９条に規定される「特定健康診査等の実施

に関する計画」として策定したもので、紀美野町国民健康保険の保険者である紀美野町が、紀美

野町国民健康保険被保険者に実施する特定健康診査及び特定保健指導に関する実施方法や、

その成果に係る目標についての基本的な事項を定めたものです。 

 本計画の策定に当たっては、健康増進法に基づく「第２次健康きみの２１」、「第２次きみのいきい

き行動計画」と十分な整合性を図るものとします。 

 

３ 計画の期間 

第３期計画の期間は平成３０年度から平成３５年までの６年とします。これまでの第１期及び第２

期は５年を一期としていましたが、医療費適正化計画が６年一期に見直されたことを踏まえ、本計

画も６年一期としたものです。 
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第２章 紀美野町の現状と課題 

１ 紀美野町の現状 

（１） 人口、国民健康保険被保険者の状況 

   本町の総人口は、年々減少し、それにつれて、国民健康保険の被保険者も、減少しています。

平成２８年度は、総人口に占める国民健康保険加入率は、３０．２％となっています。 

■人口と被保険者数の推移 

 

資料：各年度末の国保システム 

■年代別加入者と国保加入率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 29年度(平成 30年３月) 国保システム・住基システム 
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 国民健康保険被保険者の年齢構成は、６０～７４歳までが多くなっています。これは、多くの企

業で６０歳定年制を採用しているためであり、この傾向は、国民健康保険の構造的な特徴です。

特に、６５～７４歳の前期高齢者の当該年齢階層人口に占める国保加入率（平成２９年３月３１

日現在）は、７８．６％であり、６５～７４歳の約８割が国民健康保険に加入していることになりま

す。 

 

（２） 国民健康保険被保険者の医療費状況 

平成２４年度から平成２６年度までは医療費は上昇傾向でしたが、平成２７年度以降減少してい

ます。 

■被保険者数と年間医療費の推移 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国民健康保険事業年報 

（被保険者数：各年度平均） 

 

２ 第２期特定健康診査・特定保健指導の実施結果及び評価 

(１)特定健康診査の実施状況 

本町では特定健康診査受診券を対象者世帯ごとに郵送し、受診体制は集団健診、個別健診、

人間ドック、脳ドックのいずれかの選択制としています。また、集団健診は、年５回の日曜健診とし、

がん検診や歯科健診（年２回）と同時に実施しています。また、個別健診は、海南医師会との契

約により、紀美野町及び、海南市の医療機関で受診することができます。 

平成２２年度からは国が定める健診項目以外に、受診者全員に対して尿酸値、血清クレアチニ

ン値、貧血検査、心電図を追加しています。 

また、未受診者に対しては、個人通知や電話連絡、訪問等により受診勧奨に努めています。 

特定健康診査受診率は、平成２５年度は３４．８％、平成２８年度は３９．２％と、４年間で４．４ポ

  対象者数(人） 受診者数(人) 受診率 県受診率 町目標受診率 
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イント上昇しています。しかし、市町村国保の実施目標となっている６０％とは大きな差がありま

す。 

■特定健康診査受診率 

 

 

 

 

 

資料：法定報告（平成２８年度は速報値） 

 

■平成２８年度 年齢階級別の特定健康診査受診状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：法定報告（平成２８年度は速報値） 

平成２８年度の年齢階級別の特定健康診査受診状況をみると、健診受診率は７０～７４歳が最も

高く半数近くの４８．０％となっています。また、最も低いのが、４５～４９歳の１７．６％、 次いで、４

０～４４歳の１９．２％となっています。今後、特に若い世代への受診勧奨が必要と考えます。   
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（２）メタボリックシンドローム予備群・該当者の状況 

国保被保険者における、メタボリックシンドローム該当者の推移では、平成２４年度より徐々

に増加傾向が見受けられます。予備群数については平成２４・２７年度には減少しましたが、平

成２８年度には再度増加に転じました。 

  男女別の傾向では、男性のメタボリックシンドローム予備群・該当者は約半数を占めており、

女性は２０％にも満たないことから、男女に大きな差がみられます。 

 

 

 

 

 

■メタボリックシンドローム予備群・該当者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：法定報告（Ｈ２８年度は速報値） 

■メタボリックシンドローム該当・予備群数の状況（男女） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    資料：平成 28年度法定報告速報値 
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（３）特定保健指導の実施状況 

本町の保健指導体制は、地区担当の保健師が面接等により、保健指導を行うこととしています

が、委託により行うこともできることになっています。 

①  特定保健指導の終了率 

本町の特定保健指導終了率は県平均と比較して、すべての年で低くなっており、目標値に達

していません。特定保健指導対象者に個別に案内を送付し、受診勧奨をしていますが、当該終

了率の低さは、毎年特定保健指導該当となる対象者も多く、利用を希望する人が低下しているこ

とが原因の一つと考えます。 

また、海南医師会に特定保健指導の委託をしていますが、利用にはつながっていません。 

そのため、利用につながった際には分かりやすく続けやすい生活改善の方法を提案するよう、

指導者の指導スキルを向上させ、満足度の高い指導を目指していきます。 

 

■特定保健指導対象者数及び終了者数の推移 

  H２４年 H２５年 H２６年 H２７年 H２８年 

特定保健指導対象者数（人） 65 74 63 69 83 

内
訳 

積極的支援 18 14 12 15 15 

動機づけ支援 47 60 51 54 68 

特定保健指導利用者数（人） 13 18 15 19 13 

内訳 
積極的支援 ３ ２ ２ ４ ２ 

動機づけ支援 10 16 13 15 11 

特定保

健指導

利用率 

積極的支援 16.7 14.3 16.7 26.7 13.3 

動機づけ支援 21.3 26.7 25.5 27.8 16.2 

特定保健指導終了者数（人） 11 15 10 13 7 

内
訳 

積極的支援 1 1 1 0 1 

動機づけ支援 10 14 9 13 6 

特定保

健指導

終了率 

積極的支援 5.6 7.1 8.3 ０ 6.7 

動機づけ支援 21.3 23.3 17.6 24.1 8.8 

紀美野町（％） 16.9 20.3 15.9 18.8 8.4 

和歌山県（％） 26.9 27.8 28.1 29.2 29.3 

町目標終了率（％） ４０ ４５ ５０ ５５ ６０ 

資料：法定報告（Ｈ２８年度は速報値） 

■特定健診受診者数と特定保健指導対象者数の推移 

 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 合 計 

特定健診受診者数 831人 810人 862人 826人 851人 4,180人 

特定保健指導対象者数 65人 74人 63人 69人 83人 354人 

発生率 7.82％ 9.14％ 7.31％ 8.35％ 9.75％ 8.47％ 
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②  動機づけ支援・積極的支援の利用率・終了率 

動機づけ支援は、１回の面接による支援と６か月後の評価で終了するため、利用率と終了率

の差は小さくなっています。 

積極的支援は、１回の面接に続き、３か月以上の継続的な支援と６か月後の評価を行うことと

なるため、利用率と終了率の差は、大きくなっています。これは、途中で脱落した方が多かったこ

とによります。このことより、継続的に支援を受けやすくする環境と内容の充実を図っていく必要

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③  年代別の特定保健指導終了者数 

特定保健指導終了者数を年代別にみていくと、サンプル数に年度によりばらつきがありますが、

修了者については４０、５０歳代で少なく、６５歳以上で多くなっています。 

４０歳から６４歳の対象者は、生活習慣病の危険因子が重なりだした人への保健指導を重点化

します。６５歳から７４歳の対象者は、生活習慣病の重症化を予防し、かつ介護予防にもつながる

ような健康支援を行います。 

■特定保健指導年代別対象者数と終了者数                          単位：人 

    40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 合計 

平成２４年 
対象者数 1 4 6 3 15 16 20 65 

終了者数 0 0 1 0 3 4 3 11 

平成２５年 
対象者数 2 4 4 5 12 27 20 74 

終了者数 0 0 1 1 1 6 6 15 

平成２６年 
対象者数 3 1 5 1 14 21 18 63 

終了者数 1 0 1 1 2 3 2 10 

平成２７年 
対象者数 4 5 7 7 4 25 17 69 

終了者数 2 0 2 0 1 5 3 13 

平成２８年 
対象者数 8 4 1 7 12 32 19 83 

終了者数 0 0 1 0 1 4 1 7 
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第３章 紀美野町国民健康保険の実施計画（第３期） 

１ 計画目標 

（１） 国民健康保険被保険者数の見込み 

 第２期計画期間における被保険者数の推移、現状の年齢別人口及び加入率の推移を踏まえると、

平成３５年度までの国民健康保険被保険者は次のとおり推計されます。このうち特定健康診査、特

定保健指導の対象となる４０～７４歳の被保険者数は、平成２８年度の２,８９９人から平成３５年度に

は２,２０４人へ減少することが見込まれます。 

■国民健康保険被保険者数の見込み （各年度末）      単位：人 

 平成３０年度（３月末） 平成３１年度 平成３２年度 

被保険者数 ３,２２９ ３,１７８ ３,０９０ 

男性 １,６１３ １,５８７ １,５４４ 

女性 １,６１６ １,５９１ １,５４６ 

（再掲） 40～74歳 ２,５１０ ２,４６０ ２,３９３ 

 

 平成３３年度 平成３４年度 平成３５年度 

被保険者数 ３,００２ ２,９１７ ２,８３６ 

男性 １,５０１ １,４５９ １,４１９ 

女性 １,５０１ １,４５８ １,４１７ 

（再掲） 40～74歳 ２,３２８ ２,２６６ ２,２０４ 

 

（２） 目標設定の考え方 

 全国目標を達成するために厚生労働省が掲げる市町村国保の参酌標準は下記の 

通りですが、これまでの実績を踏まえ、各年度、段階的に目標を設定します。 

 

  

 

 

 

（３） 特定健康診査の実施率 

 第二期の実績を踏まえ、本町における特定健康診査実施率の目標は、平成３０年度を４０％とし、

段階的に実施率を向上させ、平成３５年度を４５％に設定します。 

 H３０年度 H３１年度 H３２年度 H３３年度 H３４年度 H３５年度 

実施率 ４０％ ４０％ ４０％ ４２％ ４３％ ４５％ 

対象者数 ２，１７８人 ２，１１１人 ２，１４０人 ２，１３５人 ２，０５９人 １，９６５人 

受診者数 ８７２人 ８４５人 ８５６人 ８７６人 ８８６人 ８８５人 

 

平成３５年度 厚生労働省が掲げる市町村国保の参酌標準 

    特定健康診査の実施率  ６０％ 

    特定保健指導の終了率  ６０％ 
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（４）特定保健指導の終了率 

 第二期の実績を踏まえ、本町における特定保健指導終了率の目標は、平成３０年度を２０％とし、

段階的に終了率を向上させ、平成３５年度を２５％に設定します。 

■特定保健指導の終了率の目標 

 H３０年度 H３１年度 H３２年度 H３３年度 H３４年度 H３５年度 

終了率 ２０％ ２１％ ２２％ ２３％ ２４％ ２５％ 

対象者数 ７５人 ７２人 ７３人 ７５人 ７６人 ７６人 

終了者数 １５人 １６人 １７人 １８人 １９人 １９人 

※過去５年間（平成２４～２８年度）の動機づけ支援・積極的支援発生率の平均より算定しました。（下記の表）  

【平成 24～28年度 動機づけ支援・積極的支援の年代別発生率】 

 動機づけ支援 積極的支援 合 計 

40～64歳 ４．８％ ５．５％ １０．３％ 

65～74歳 ７．６％  ７．６％ 

合計（平均） ６．７％ １．８％ ８．５％ 

 

 

２ 特定健康診査・特定保健指導の実施方法 

（１） 特定健康診査 

① 対象者 

対象者は、国民健康保険被保険者のうち、実施年度中に４０～７４歳になる者です。なお、

年度途中加入者も特定健康診査の受診が可能となっています。また、妊産婦、その他の厚生

労働大臣が定める人（刑務所入所、海外在住、長期入院など）は対象から除かれます。                                     

 

② 実施内容 

【基本健診項目】 

○理学的検査等  ・問診（服薬歴、喫煙歴等）     ・身体計測（身長、体重、腹囲、ＢＭＩ） 

・血圧測定                ・理学的所見（身体診察）     

○尿検査（尿糖、尿たんぱく）  

○血液検査      ・脂質検査（中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール） 

 ・肝機能検査（AST(ＧＯＴ)、ALT(ＧＰＴ)、γ―ＧＴ（γ―ＧＴＰ）） 

 ・血糖検査（空腹時血糖、ＨｂＡ１ｃ、やむを得ない場合は随時血糖 ） 

＊ＨｂＡ１ｃはＮＧＳＰ値で測定 

 ・腎機能検査（尿酸、血清クレアチニン） 

              ・貧血検査（赤血球数、ヘモグロビン値、ヘマトクリット値）    

○心電図検査 
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【詳細な健診項目】 

  下記の基準に該当した者のうち、医師が必要と判断したものを選択して、実施します。 

○心電図検査   当該年度の健診結果等で、血圧が以下の基準に該当した者、又は問診等

で不整脈が疑われる者 

・収縮期血圧が１４０ｍｍＨｇ以上または拡張期血圧が９０ｍｍＨｇ以上 

〇眼底検査    当該年度の健診結果等で、血圧または血糖の値が以下のいずれかの基準

に該当した者。なお当該年度の特定健診結果で血糖検査の結果が確認

できない場合は前年度の結果で判定する 

・収縮期血圧が１４０ｍｍＨｇ以上または拡張期血圧が９０ｍｍＨｇ以上 

・空腹時血糖が１２６ｍｇ/ｄｌ以上または HbA1c６．５％以上または随時血糖１２６ｍｇ/ｄｌ以上 

〇貧血検査    貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者 

〇血清クレアチニン検査 

当該年度の健診結果等で、血圧または血糖の値がいずれかの基準に該当した者 

・収縮期血圧が１３０ｍｍＨｇ以上または拡張期血圧８５ｍｍＨｇ以上 

・空腹時血糖が１００ｍｇ/ｄｌ以上または HbA1c５．６％以上または随時血糖１００ｍｇ/ｄｌ以上 

              

③ 実施形態  （下記のいずれかの方法で受診）                                                     

○集団健診：日曜健診として年５回実施します。がん検診と同時実施します。 

      （紀美野町総合福祉センター３回、美里支所１回、長谷毛原診療所１回 ） 

○個別健診: 海南医師会の健診協力医療機関で実施します。 

○人間ドック： 日赤医療センター、成人病センター、国保野上厚生病院で実施します。 

○脳ドック: 日赤医療センター、成人病センターで実施します。 

    

④ 健診結果 

○集団健診： 町から、訪問や電話又は郵送により本人に伝えます。 

○個別健診、人間ドック、脳ドック： 健診機関から受診者本人に伝えます。 

   

【外部委託等】 

○集団健診： 委託健診機関と委託契約を行います。 

○個別健診： 海南医師会と委託契約を行います。 

○人間ドック、脳ドック：受託医療機関と委託契約を行います。 

 

【委託基準】 

高齢者の医療の確保に関する法律第２８条及び同法の「特定健康診査及び特定保健指

導の実施に関する基準」に基づき、厚生労働大臣が告示により定める外部委託に関する

基準を満たしていることとします。その他、必要と思われる項目については仕様書に追加し

設定を行います。 
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⑤ 周知、啓発 

年度末に次年度の対象者に受診券・健診案内を送付します。また、広報「きみの」への

掲載や地区回覧、町ホームページにより広報します。 

      各種団体や学校保護者会等あらゆる機会をとおして、健診の周知を行います。 

また、未受診者に対し、個人通知、電話連絡、訪問により積極的に受診勧奨を行います。 

    

⑥ 特定健康診査データの保管及び管理方法 

  特定健康診査データは原則として特定健康診査を受託する特定健康診査実施機関が、

国の定める電子的標準様式により、和歌山県国民健康保険連合会（以下「国保連」とい

う。）へ提出します。受領したデータファイルは特定健康診査等データ管理システムに保

管されます。 

  特定健康診査に関するデータは、原則５年間保存とし、国保連に管理及び保管を委託

します。 

                                                 

⑦ 特定健診受診率向上対策 

第 2 期計画の評価により、下記の取り組みを継続又は、新たに実施することにより、特定

健診受診率の向上に努めていきます。 

●対象者に特定健診受診券を個別に送付するとともに、誰が見てもわかりやすい健診案

内を同封します。 

     ●乳幼児健診等にて、若いうちからの健康づくりの啓発を行い、受診行動につながるよう

働きかけます。  

●小学生・中学生などの子ども達に働きかけ、保護者への受診勧奨を行います。 

     ●健康イベント等の実施の際に、健診の受診勧奨を行います。 

     ●診療所医師、看護師から健診の受診勧奨を行います。 

     ●年度途中に、その時点（１０月頃）での未受診者全員に受診勧奨通知を送付します。 

     ●未受診者に対し、訪問、電話で受診勧奨を行ないます。特に４０、５０歳代の受診率が低

いため、この年齢層へ積極的に個別勧奨します。                 

●初めて健診を受診した人に対しては、丁寧な結果説明を行い、継続受診につながるよう

働きかけます。                                     

     ●不定期受診の人を対象に、受診勧奨を行います。 

     ●集団健診では、がん検診、歯科健診との同時実施を継続し、骨密度測定等も同時に行

い、魅力ある健診を行っていきます。 

     ●委託している健診機関の精度管理を随時行います。また、健診機関と十分に連携を図り、

健診を円滑に努めます。 

      ●高齢者医療確保法第２７条第３項により、職場（事業者）へ健診結果の写しを提供依頼し

ます。  
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（２）特定保健指導 

特定保健指導は、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための

保健指導を行うことにより、対象者が自ら生活習慣における課題を認識し、行動変容と自己管理が

できるように支援することを目的とします。 

 

① 対象者 

対象者は、特定健康診査の結果に基づき、以下の条件により抽出します。 

■保健指導対象者の選定と階層化の基準 

 区 分 

追加リスク項目 

④喫煙歴 

対象 

①血糖 ②脂質  

③血圧 
40-64歳 65-74歳 

腹囲 

男性 85cm以上 

女性 90cm以上 

２つ以上該当  積極的 

支援 
動機づけ

支援 １つ該当 
あり 

なし  

上記以外で 

ＢＭＩ値 

25ｋｇ/㎡ 

以上 

３つ該当  積極的 

支援 動機づけ

支援 
２つ該当 

あり 

なし  

１つ該当  

(注) 喫煙歴の斜線欄は、階層化の判定が喫煙歴の有無に関係ないことを意味する。 

 

 

 

 

 

 

※糖尿病、高血圧、脂質異常症の治療にかかる薬剤を服用している者は除く 

 

 

② 実施場所 

    総合福祉センター、対象者の自宅等 

 

③ 実施期間 

 対象者把握後、１か月以内にアプローチを開始し、年間を通じて実施します。 

④  実施内容 

【動機づけ支援】 

支援回数・形態 

支援期間 

・原則１回の支援を行う。 

・初回面接は１人２０分以上の個別支援、または１グループ８０分以上のグルー

プ支援 

[追加リスク項目基準] 

① 血糖 :  空腹時血糖 100mg/dl以上又は 

        ＨｂA1cの場合 5.6％(NGSP)以上 

② 脂質 ： 中性脂肪 150mg/dl以上又は 

           ＨＤＬコレステロール 40mg/dl未満 

③ 血圧 ： 収縮期 130mmHg以上又は拡張期 85mmHg以上 

④ 質問票 : 喫煙歴あり （①～③のリスクが１つ以上の場合にのみカウント） 
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支援内容 

・面接などにより対象者の生活習慣や行動変容ステージ（準備状態）を把握

し、健診結果やその経年変化等から対象者に対し、身体に起こっている変化

を理解できるよう支援する。 

・対象者の健康に関する考えを受け止め、対象者が自分の生活習慣の改善

点・継続すべき行動等に気づき、自ら目標を設定し、行動に移すことのできる

内容となるよう支援する。 

評価 
・原則、実績評価は初回面接を行った者と同一の者とする。 

・６か月（場合によっては３か月後）経過後に評価を行う。 

 

【積極的支援】 

支援回数・形態 

支援期間 

・６か月以上（場合によっては３か月以上）の継続的な支援を行う。 

・初回面接は動機づけ支援と同様の支援を行う。 

・継続的な支援は、国の基準（支援ポイント１８０ポイント）を満たす内容とする。 

支援内容 

・動機づけ支援に加えて行動変容の必要性を実感できるような働きかけを行

い、実践可能な具体的な行動目標について、優先順位につけながら一緒に

考え、対象者が取り組みをできるよう支援する。 

・また行動が継続できるように定期的・継続的に支援し、取り組みの工夫や強

化、継続ができていない場合は目標の見直しなど、必要な支援をする。 

評価 
・原則、実績評価は初回面接を行った者と同一の者とする。 

・６か月（場合によっては３か月後）経過後に評価を行う。 

 

実施方法（委託等） 

   特定保健指導は町が行い、必要に応じて医療機関へ委託します。委託先には、保健指

導の質が十分考慮されるよう契約を締結します。 

 

⑤ 特定保健指導データの保管及び管理方法 

特定保健指導のデータは、原則として町が国の定める電子的標準様式により、国保連

へデータを提供します。 

特定保健指導に関するデータは、原則として５年間保存とし、国保連に管理及び保管

を委託します。 

 

⑥  特定保健指導終了率の向上対策 

特定健康診査の効果を向上させるためには、健診受診率を上げ受診者を増やすととも

に、特定保健指導終了率の向上に努める必要があります。そのために、下記の取り組み

を継続又は、新たに実施します。 

  ●広報活動の充実 

    日頃から健康に関心を持ち、自ら健康を意識した行動ができるよう、生活習慣改

善の効果や特定保健指導の必要性等について、広報紙や訪問活動、健康教育等で周
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知・啓発に努めます。  

●特定保健指導対象者への積極的な個別勧奨 

電話や訪問、手紙などによる積極的な個別勧奨を行い、特定保健指導につながるよ

う努めます。 

  ●実施内容の充実  

特定保健指導が、タイムリーに受けられるようにします。また、対象者の生活習慣

や行動変容の準備状態にあわせた保健指導が行えるよう、学習教材を用意します。さ

らに、確実に行動変容を促す支援の実践を行えるよう、特定保健指導実施者への研修

を行います。   

●委託の推進 

特定保健指導が受けやすい環境を整えるため、土曜日に保健指導が受けられる医療

機関委託を積極的に行います。 

  ●医療機関との連携強化 

個別健診受診者がスムーズに特定保健指導利用につながるよう、医療機関との連携

に努めます。 

 

３ 年間スケジュール等 

年度当初：特定健康診査受診券および健診等の案内の送付 

年度の前半：前年度の実施結果の検証および評価 

年度の後半：次年度の委託契約の設定準備（実施期間との調整） 

年間を通じて：国保途中加入者への特定健診受診券発券・特定保健指導対象者への案内・相談

の実施 

 

４ 個人情報の保護 

 特定健康診査、特定保健指導に係る個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関す

る法令を踏まえた対応を行うとともに、紀美野町個人情報保護条例を遵守します。 

 また、特定健康診査及び特定保健指導を受託した事業者についても、同様の取扱いとするととも

に、業務によって知り得た情報については、守秘義務を徹底し、業務終了後も同様とします。 

 さらに、個人情報の管理（書類の紛失・盗聴等）にも十分注意するものとし、これらを取り扱う者に

対して、その管理に関し、必要な事項の内容の周知を図ります。   

 

５ 特定健康診査実施計画の公表 

 本計画の周知は、高齢者の医療の確保に関する法律第１９条第３項「保険者は、特定健康診査

等実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない」に基づ

き、広報及び町ホームページ等に掲載します。 

 

６ 特定健康診査等実施計画の評価及び見直しについて 

 計画の進捗状況については、庁内の検討会（常設の会で定期的に検討する。）や紀美野町国民
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健康保険事業に関する協議会、紀美野町保健対策推進協議会への報告等を通じて、評価及び見

直しを実施します。 

 評価は、①特定健診・特定保健指導の実施率、②特定保健指導の対象者の減少率等について

行います。また生活習慣病の罹患率や医療費などについて、その成果が数値データで現れるのは

数年後となることが想定されるため、短期間で評価できる項目についても評価を行い、改善を図っ

ていきます。 

 本計画は、第３期（平成 30～34年度）の間について計画したものですが、必要に応じ運用の改善

を行うこととしています。 

          


